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2014 年末以降の「チェルノブイリ」改正
における「被災地」ステータスの変化
－変えられたものと「変ええない」もの－

2016年5月29日

尾松 亮
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日本の報道に根強い
「遠い国のかわいそうな人々」論

2016/6/7

チェルノブイリ３０年 過酷な現実直視し脱原発進め
2016年04月27日（水）愛媛新聞

被災者への補償は行き詰まりをみせる。ソ連崩壊で補償を引き継いだウクラ
イナ政府は「国が補償を続ける」とうたったチェルノブイリ法を制定し、支援に
乗り出したが、財政難で現在の補償額は当初の２割以下にまで減少。生活に
窮し、居住制限区域内にある自宅へと戻る人もおり、新たな被ばくの危険性
は否めない。

5月2日 朝日新聞
チェルノブイリ、いまさら「きれい」と言われても
放射能が減って困惑するロシア・ブリャンスク州 チェルノブイリ３０年（２）

償金、住宅への税金免除、有給休暇の倍増、薬の割引、サナトリウム（保養
所）利用の優遇。列車料金の割引などなど。

こうした優遇手当て依存の生活が突然変わった。原因は昨年１０月８日にロ
シア政府が出した「１０７４番」の政府決定だ。



チェルノブイリ法における
「放射能汚染地域」の基準
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チェルノブイリ法とはなにか
（ロシア）

チェルノブイリ原発事故の

収束作業者および、

事故の結果被害を受けた市民の、

被害補償や社会支援に関する権利を定めた連邦法

正式名
1991年5月15日付（Ｎ1244－1）ロシア連邦法
「チェルノブイリ原発事故の結果放射能被害を受けた市民
の社会的保護について」
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チェルノブイリ法とはなにか
（ウクライナ）

1991年2月27日付

ウクライナ法「チェルノブイリ大災害により放射性物質で汚染された地域の法制度に
ついて」

チェルノブイリ原発事故の収束作業者および、事故の結果被害を受けた市民の、
被害補償や社会支援を定める。に関する権利を定めた連邦法

1991年2月28日付

ウクライナ法「チェルノブイリ大災害により被災した市民の法的地位と社会的保護に
ついて」

チェルノブイリ原発事故により放射能汚染を受けた地域の定義と分類。
それぞれの地域の位置づけを定める。

5



6

「汚染地域」の定義
（ロシア・チェルノブイリ法第7条）

＊当該地域の自然・技術起源放射線レベルに対する追加上昇分

6

1986年とその後の年に避難と退去が行われた

1991年以降、一般住民の実効線量が1ミリシーベルト/年超

1991年以降、土壌のセシウム137濃度が1キュリー／km2（3万
7000ベクレル／㎡）以上
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第Ⅱ部
チェルノブイリ原発事故の結果放射能汚染

を受けた地域の制度と環境回復

第7条で「放射能汚染地域」の法的定義と4ゾーン区分

１）「疎外ゾーン」

２）「退去対象地域」

３）「移住権付居住地域」

４）「特恵的社会経済ステータス付居住地域」

「被災地はどこか？」

一部に移住権認定

7



8

地域区分 主な区分基準 実施される施策
1）隔離ゾーン 1986年に住民の避難が

行われた地域
・定住のための移入の禁止。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣
の禁止。

２）
無 条 件 （ 義 務
的）退去ゾーン

土壌のセシウム137濃度
15ci/k㎡（55万5000Bq
／㎡）以上、
追加被ばく量5ミリシー
ベルト／年を超えうる。

・定住のための移入の禁止。
･移住義務。
・避難の完了までの間居住許可。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣の禁止。

・退去条件が整うまでに自主的に移住する権
利有。

３）保証された
自主的退去ゾー
ン

土壌のセシウム137濃度
5ci/k㎡（18万5000Bq／
㎡）以上15ci/k㎡まで、
追加被ばく量1ミリシー
ベルト／年を超えうる。

・定住のための移入手続きはウクライナ内閣の
特別決定によって定められる。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣の禁止。

・客観的な情報に基づき移住か居住継続かを
本人が選択。
・退去希望者には退去の条件が整えられる。

４）強化された
放射線生態学的
管理ゾーン

土壌のセシウム137濃度
1ci/k㎡（3万7000Bq/㎡）
以上5ci/k㎡まで、追加
被ばく量が0.5ミリシーベ

ルト／年を超えることを
条件とする

以下の場合自主的に移住する権利有。
A：妊婦・児童（18歳まで）が保健省の定
める症状で当該地域に住み続けられない場
合。
B:生涯70ミリシーベルトを越える被曝を受
けた場合。 8
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地域区分 主な区分基準 実施される施策
1）隔離ゾーン 1986年に住民の避難が

行われた地域
・定住のための移入の禁止。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣
の禁止。

２）
無 条 件 （ 義 務
的）退去ゾーン

土壌のセシウム137濃度
15ci/k㎡（55万5000Bq
／㎡）以上、
追加被ばく量5ミリシー
ベルト／年を超えうる。

・定住のための移入の禁止。
･移住義務。
・避難の完了までの間居住許可。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣の禁止。

・退去条件が整うまでに自主的に移住する権
利有。

３）保証された
自主的退去ゾー
ン

土壌のセシウム137濃度
5ci/k㎡（18万5000Bq／
㎡）以上15ci/k㎡まで、
追加被ばく量1ミリシー
ベルト／年を超えうる。

・定住のための移入手続きはウクライナ内閣の
特別決定によって定められる。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣の禁止。

・客観的な情報に基づき移住か居住継続かを
本人が選択。
・退去希望者には退去の条件が整えられる。

４）強化された
放射線生態学的
管理ゾーン

土壌のセシウム137濃度
1ci/k㎡（3万7000Bq/㎡）
以上5ci/k㎡まで、追加
被ばく量が0.5ミリシーベ

ルト／年を超えることを
条件とする

以下の場合自主的に移住する権利有。
A：妊婦・児童（18歳まで）が保健省の定
める症状で当該地域に住み続けられない場
合。
B:生涯70ミリシーベルトを越える被曝を受
けた場合。 9
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チェルノブイリ原発
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見直しの規定
（ロシア）

これらの地域の境界線、および汚染地域にあ
たる居住地点リストは、放射線状況の変化に応
じてまた他の要因を考慮して設定されるもので
あり、ロシア連邦政府によって最低でも五年に
一度見直される。

チェルノブイリ法七条
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見直しの規定
（ウクライナ）

Границы зон устанавливаются и пересматриваются Кабинетом Министров 
Украины на основе экспертных заключений Национальной академии наук 
Украины, центральных органов исполнительной власти, обеспечивающих 
формирование государственной политики в сферах здравоохранения, 
управлению зоной отчуждения и зоной безусловного (обязательного) 
отселения, преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, охраны 
окружающей среды, безопасности использования ядерной 
энергии, центрального органа исполнительной власти, реализующего 
государственную политику в сфере надзора (контроля) в агропромышленном 
комплексе, по представлению областных советов и утверждаются Верховной 
Радой Украины.
「州議会の提案により」「ウクライナ最高会議によって承認される」

（汚染地域制度法2条）
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居住地点
населенные пункты

2016/6/7

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ -

населенное место (поселение), первичная

единица расселения людей в пределах одного

застроенного земельного участка (город, посе

лок городскоготипа, село). Обязательный приз

нак населенного пункта -

постоянство использования его как места оби

тания из года в год (хотя бы сезонно).

Большой Энциклопедический словарь. 2000.



原発事故30年後の
被災地縮小政策
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第四ゾーンの廃止
（ウクライナ）
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地域区分 主な区分基準 実施される施策
1）隔離ゾーン 1986年に住民の避難が

行われた地域
・定住のための移入の禁止。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣
の禁止。

２）
無 条 件 （ 義 務
的）退去ゾーン

土壌のセシウム137濃度
15ci/k㎡（55万5000Bq
／㎡）以上、
追加被ばく量5ミリシー
ベルト／年を超えうる。

・定住のための移入の禁止。
･移住義務。
・避難の完了までの間居住許可。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣の禁止。

・退去条件が整うまでに自主的に移住する権
利有。

３）保証された
自主的退去ゾー
ン

土壌のセシウム137濃度
5ci/k㎡（18万5000Bq／
㎡）以上15ci/k㎡まで、
追加被ばく量1ミリシー
ベルト／年を超えうる。

・定住のための移入手続きはウクライナ内閣の
特別決定によって定められる。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣の禁止。

・客観的な情報に基づき移住か居住継続かを
本人が選択。
・退去希望者には退去の条件が整えられる。

４）強化された
放射線生態学的
管理ゾーン

土壌のセシウム137濃度
1ci/k㎡（3万7000Bq/㎡）
以上5ci/k㎡まで、追加
被ばく量が0.5ミリシーベ

ルト／年を超えることを
条件とする

以下の場合自主的に移住する権利有。
A：妊婦・児童（18歳まで）が保健省の定
める症状で当該地域に住み続けられない場
合。
B:生涯70ミリシーベルトを越える被曝を受
けた場合。 16
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ウクライナ内閣
節約のため第四ゾーン廃止を提案

http://nbnews.com.ua/ru/news/138615/
17

2014年12月12日付



認定被災者数を削減
ヴィンニツァ州で6万人減

http://www.chernobyl.kh.ua/
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2014年末法改正
（ウクライナのいくつかの法規修正と失効について）

В внесения изменений и признании 
утратившими силу 

Некоторыхзаконодательных актов Украины

ВС Украины 

Закон от 28.12.2014 № 76-VIIIредакция 
действует с 13.01.2016
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2014年末法改正
（汚染地域制度法2条汚染地域範囲）

часть пятую изложить в следующей редакции:

"Границы этих зон устанавливаются и пересматриваются 
Кабинетом Министров Украины по представлению 
центрального органа исполнительной власти по 
формированию и обеспечению реализации государственной 
политики в сфере охраны окружающей природной среды по 
согласованию с Национальной академией наук, 
центральными органами исполнительной власти, сельского 
хозяйства и по вопросам продовольственной безопасности 
государства , безопасности использования ядерной энергии, 
управлению зоной отчуждения и зоной безусловного 
(обязательного) отселения, на основе экспертных выводов ".

「環境保護に関する国家政策の策定と実施を担当する中
央行政機関（訳注：環境・天然資源省）の提案に基づき」
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2014年末法改正
（汚染地域範囲見直しルールの変更）

第二条（1～4のゾーン分類規定）全撤廃

第二十三条（第四ゾーン住民補償）全撤廃
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地域区分 主な区分基準 実施される施策
1）隔離ゾーン 1986年に住民の避難が

行われた地域
・定住のための移入の禁止。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣
の禁止。

２）
無 条 件 （ 義 務
的）退去ゾーン

土壌のセシウム137濃度
15ci/k㎡（55万5000Bq
／㎡）以上、
追加被ばく量5ミリシー
ベルト／年を超えうる。

・定住のための移入の禁止。
･移住義務。
・避難の完了までの間居住許可。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣の禁止。

・退去条件が整うまでに自主的に移住する権
利有。

３）保証された
自主的退去ゾー
ン

土壌のセシウム137濃度
5ci/k㎡（18万5000Bq／
㎡）以上15ci/k㎡まで、
追加被ばく量1ミリシー
ベルト／年を超えうる。

・定住のための移入手続きはウクライナ内閣の
特別決定によって定められる。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣の禁止。

・客観的な情報に基づき移住か居住継続かを
本人が選択。
・退去希望者には退去の条件が整えられる。

４）強化された
放射線生態学的
管理ゾーン

土壌のセシウム137濃度
1ci/k㎡（3万7000Bq/㎡）
以上5ci/k㎡まで、追加
被ばく量が0.5ミリシーベ

ルト／年を超えることを
条件とする

以下の場合自主的に移住する権利有。
A：妊婦・児童（18歳まで）が保健省の定
める症状で当該地域に住み続けられない場
合。
B:生涯70ミリシーベルトを越える被曝を受
けた場合。 22

第二条 全文削除

ゾーン既定の消滅



2016/6/7

法改正にあらがう被災者達

〇２０１５年６月１０日：政府庁舎前で補償取り
消しに反対する集会。被災者団体「チェルノブイ
リ同盟」と、同様に補償を削減された功労軍人
団体が共同で組織し、ウクライナ各地から多く
の被災者が参加。

〇同年１２月に「チェルノブイリ同盟」は、社会保
障の削減に反対する「野党ブロック」の議員５０
名と共同で「補償の打ち切りは憲法違反であ
る」と、憲法裁判所に提訴。



2016/6/7

チェルノブイリ法改正は違法・違憲

「私たちが「チェルノブイリ法」に盛り込んだ最
も重要な規定は、原発事故の結果被害を受
けた市民の保護に国が責任を持つということ
です。被災者保護で、国が守らなければいけ
ない指標も定めています。２０１４年１２月２８
日～２９日にかけてウクライナ議会が採択し
たこと（訳注：補償の廃止）は、ウクライナ憲
法とチェルノブイリ法の乱暴な違反です」
（チェルノブイリ同盟 ヤツェンコ副代表）

出所：2015年12月11日「野党ブロック」公式サイト）



最高会議がチェルノブイリ被災者とその家
族への補償を復元

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/3/17/142879.htm
25
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2016年3月の再改正

ЗАКОН УКРАИНЫ О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и 
социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы» относительно социальной защиты пострадавших

（被災者の社会的保護に関する改正）

第二条（ゾーン分類規定）復元 ＊第四ゾーンを除く

第十一条 「第四ゾーン住民」というカテゴリーに変わり

「かつて第四ゾーンであった」地域の住民というステータス導入

第二十三条（第四ゾーン住民保護規定） 住民に対する補償・特恵を復元

26



地域区分 主な区分基準 実施される施策

1）隔離ゾーン 1986年に住民の避難が
行われた地域

・定住のための移入の禁止。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣
の禁止。

２）
無 条 件 （ 義 務
的）退去ゾーン

土壌のセシウム137濃度
15ci/k㎡（55万5000Bq
／㎡）以上、
追加被ばく量5ミリシー
ベルト／年を超えうる。

・定住のための移入の禁止。
･移住義務。
・避難の完了までの間居住許可。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣の禁止。

・退去条件が整うまでに自主的に移住する権
利有。

３）保証された
自主的退去ゾー
ン

土壌のセシウム137濃度
5ci/k㎡（18万5000Bq／
㎡）以上15ci/k㎡まで、
追加被ばく量1ミリシー
ベルト／年を超えうる。

・定住のための移入手続きはウクライナ内閣の
特別決定によって定められる。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣の禁止。

・客観的な情報に基づき移住か居住継続かを
本人が選択。
・退去希望者には退去の条件が整えられる。

27
ゾ－ンとしては撤廃。元このゾーンの住民には補償を続ける
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「かつて「第4ゾーン」であった地域
に住んでいた人」として復活

11条一節4項

лица, которые постоянно проживали или 
постоянно работали или постоянно учились 
на территории, к 1 января 2015 была 
отнесена к зоне усиленного 
радиоэкологического контроля, при 
условии что они по состоянию на 1 января 
1993 года прожили или отработали или 
постоянно учились в этой зоне не менее 
четырех лет ".
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第4ゾーン住民への補償

項目

維持 ・処方薬の無料支給
・健康診断
・燃料費50％補助
・歯のかぶせもの 50％補助

・保養券の支給、または保養費用の支給（優遇税制適
用対象となる世帯収入を超えないという条件が新たに
追加）

等

消去 ・薬局、治療院での順番待ち免除
・企業付属診療所の退職後の利用継続権



法的な歯止め

○ 憲法規定

○ チェルノブイリ法の

・被災者権利規定

（替えられたのは地域制度のみ）

・間接改悪禁止規定

・帰還制限規定
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歯止め規定の条文
ウクライナチェルノブイリ法

被災者自身が司法を通じ自らを守る権利
Статья 70.   Защита прав граждан, пострадавших
вследствие Чернобыльской катастрофы Граждане, пострадавшие вследс
твие Чернобыльской катастрофы, имеют право защищать в соответству
ющих государственных, судебных органах свои законные интересы и ин
тересы своих детей.

関節改正の禁止
Статья 71. Особенности внесения изменений в настоящий Закон
Действие положений настоящего Закона не может приостанавливаться 

другими
законами, кроме законов о внесении изменений в настоящий Закон.
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歯止め規定の条文
ウクライナ憲法二二条

Статья 22. Права и свободы человека и гражданина, 
закрепленные настоящей Конституцией, не являются 
исчерпывающими.

Конституционные права и свободы гарантируются и не могут 
быть отменены.

При принятии новых законов или внесении изменений в 
действующие законы не допускается сужение содержания и 
объема существующих прав и свобод.

新法の採択や現行法の修正に際して、現行法で認められる権
利・自由の内容の制限、範囲の縮小は認められない。
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ロシアにおける
被災地認定の引き下げ

33



ブリャンスク州ノボズィプコフ市
（ロシアチェルノブイリ問題の中心地）

34



ブリャンスク州の町に対し
チェルノブイリ被災地としての
ステータスを引き下げ

http://www.bragazeta.ru/news/2015/10/14/n
ovosybkov/ 35



ノボズィプコフ市
（ロシアチェルノブイリ問題の中心地）

ノボズィプコフ

出所：ブリャンスク州行政府

地域区分

１：隔離ゾーン

２：
退去対象地域

３：
移住権付
居住地域

４：特恵的社会
経済ステータス
付居住地域

36

ブリャンスク市
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モスク
ワ

キエフ

ゴメリ

ブリャンスク

チェルノブイリ原発
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2015年10月8日付
ロシア政府決議

（チェルノブイリ原発事故の結果放射能汚染ゾーンにあると認めら
れる居住区リストの承認）

http://base.garant.ru/71216726/#friends
38

В соответствии со статьей 7 Закона Российской 

Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" с учетом изменения радиационной 

обстановки, в том числе в результате осуществления в 

1986 - 2014 годах комплекса защитных и 

реабилитационных мероприятий, Правительство 

Российской Федерации постановляет:

「一九八六年～二〇一四年の防護策や地域のリハビリ策の効果も含
め、放射線状況の変化を考慮し」

#block_7
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約1000居住地点が
ステータス変更

• 558居住地点が認定取り消し

• 383居住地点がステータス引き下げ

（2015年10月26日付

非常事態省リリース）
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チェルノブイリ法46条
「チェルノブイリ大災害に関する情報に対

する市民と市民団体の権利」

ロシア連邦の市民と社会団体には、チェルノブイ
リ原発事故問題、居住（勤務）地域の放射能汚染レ
ベル、食品や資産の汚染度、およびその他の放射
線安全制度に関する遵守条件や要求事項について、
十分かつ正確な情報を適時に与えられることが保
証される。これらの情報は、ロシア連邦政府の委任
を受けた機関（組織）によって提供される。当該機関
（組織）の公職員は、チェルノブイリ原発事故に関係
する情報の意図的な歪曲または隠ぺいに対して、ロ
シア連邦の法律に即して責任を問われる。



詳しく調べてみたい方には（



第一ゾーンの縮小

42



ウクライナ大統領令（4月26日）

キエフ州イワンコフスキー地区及びポレス

キー地区の隔離ゾーンおよび無条件（義務的）
移住ゾーン内の、チェルノブイリ大災害の結果
放射能汚染を受けた地域にチェルノブイリ放射
線環境生態系自然公園を設立する。
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地域区分 主な区分基準 実施される施策

１：隔離ゾーン チェルノブイリ原発周
辺地域、及び1986年
及び1987年に放射性

安全基準に従って住
民の避難が行われた
地域

住民の定住は禁止される。
企業活動や自然利用が制限される。

２：
退去対象地域

土壌のセシウム137
濃度 15ci/k㎡（ 55万
5000Bq／㎡）以上

土壌のセシウム137濃度が40ci/k㎡以上
（または5ミリシーベルト/年超）の地域では、
住民を強制退去させる。

それ以外の「退去対象地域」では、移住を
希望する住民には移住に関わる補償を受
ける権利が認められる。

３：
移住権付
居住地域

土壌のセシウム137
濃度 5ci/k ㎡ （ 18 万
5000Bq／㎡）以上
15ci/k㎡まで

移住を希望する住民は移住に関わる補償
を受ける権利が認められる。
（＊１ミリシーベルト/年以下の地域では移
住権は認められない）

４：特恵的社会
経済ステータス
付居住地域

土壌のセシウム137
濃 度 1ci/k ㎡ （ 3 万
7000Bq/㎡）以上5ci/k
㎡まで

住民に対する放射線被害対策医療措置、
住民の生活レベル向上のための環境保
全・精神ケアサポートが実施される。

45

ロ
シ
ア
の
ゾ
ー
ン
区
分



46

地域区分 主な区分基準 実施される施策
1）隔離ゾーン 1986年に住民の避難が

行われた地域
・定住のための移入の禁止。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣
の禁止。

２）
無 条 件 （ 義 務
的）退去ゾーン

土壌のセシウム137濃度
15ci/k㎡（55万5000Bq
／㎡）以上、
追加被ばく量5ミリシー
ベルト／年を超えうる。

・定住のための移入の禁止。
･移住義務。
・避難の完了までの間居住許可。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣の禁止。

・退去条件が整うまでに自主的に移住する権
利有。

３）保証された
自主的退去ゾー
ン

土壌のセシウム137濃度
5ci/k㎡（18万5000Bq／
㎡）以上15ci/k㎡まで、
追加被ばく量1ミリシー
ベルト／年を超えうる。

・定住のための移入手続きはウクライナ内閣の
特別決定によって定められる。
・本人の同意なしに若年専門家の派遣の禁止。

・客観的な情報に基づき移住か居住継続かを
本人が選択。
・退去希望者には退去の条件が整えられる。

４）強化された
放射線生態学的
管理ゾーン

土壌のセシウム137濃度
1ci/k㎡（3万7000Bq/㎡）
以上5ci/k㎡まで、追加
被ばく量が0.5ミリシーベ

ルト／年を超えることを
条件とする

以下の場合自主的に移住する権利有。
A：妊婦・児童（18歳まで）が保健省の定
める症状で当該地域に住み続けられない場
合。
B:生涯70ミリシーベルトを越える被曝を受
けた場合。 46
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自然公園計画について
（大統領令より）

面積 226 964,7 Ha

政府は、今後6カ月で

「自然公園」の概要をまとめる。

今後2年間で、

土地利用計画

「自然公園」活動組織計画 をまとめる。
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天然資源省が昨年から継続的に提案

https://www.rbc.ua/styler/zhizn/chernobyle-poyavitsya-biosfernyy-zapovednik-
1456929875.html 48



時間とともに低下した帰還意欲が問題なのか？

「避難30年 冷める帰還意欲」

（2016年3月31日読売）

政府は、区域自体も将来縮小する可能性を
示唆するが、避難民はもはや帰還の「意味」を
見いだせない。（・・・）「いまさら帰還しようとは
思わない。郷愁はあるけれど、再出発する気持
ちも力もない」

49



ウクライナ大統領令（4月26日）

ポレシエ地域のきわめて特徴的な自然生態系の天然状態における保全、

・チェルノブイリ隔離ゾーン及び無条件（義務的）移住ゾーンの緩衝機能向上、

・水環境レジームの安定化、

・放射性物質に汚染された地域のリハビリテーション、

・ウクライナ法「チェルノブイリ大災害の結果放射能汚染を受けた地域の法的制度
につ いて」を考慮し、ウクライナ法「ウクライナ自然保護フォンドについて」53条に
従った国際研究調査の組織と実施促進

を目的に、以下を定める。

キエフ州イワンコフスキー地区及びポレスキー地区の隔離ゾーンおよび無条件（義務的）移

住ゾーン内の、チェルノブイリ大災害の結果放射能汚染を受けた地域にチェルノブイリ放射線
環境生態系自然公園を設立する。

50
住民帰還は目的ではない



比較は妥当か？

チェルノブイリ原発 福島第一原発

主な原因 構造上の欠陥や作業員の
人為ミス

地震と津波による電源喪
失

放射性物質の放出量 5200ペタベクレル 900ペタベクレル

事故後の対応と問題点 「石棺」が古くなり、新しい
シェルターを建設中。溶融
燃料の回収時期は未定。

原子炉への注水冷却で、
汚染水の発生が続く。21

年に溶融燃料の回収を開
始。

除染 大部分で放置 住宅地を中心に実施

「避難30年 さめる帰還意欲」（2016年3月31日読売）より、一部抜粋
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帰還の規制

第5条

住民帰還の条件

住民の帰還は対象地域の汚染度が、本法3条1項
（訳注：1ミリシーベルト／年以下という条件）に照らし
合わせて制限なく安全に居住できるとみなされるレベ
ルまで低下したのちに、住民自身が望む場合のみに
実施される。住民の帰還に関する決定は、国家放射
線防護委員会の結論を参考にウクライナ内閣によっ
て採択される。
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ХОЯТ-2 

http://chnpp.gov.ua/ru/construction-online
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使用済み燃料や放射性廃棄物の集積地として使用。

→周辺に一般の住民の立ち入りを緩和できるのか？

「デミチシン・ウクライナ電力大臣がチェルノブイリ原
発を初視察」

視察の主な目的は、チェルノブイリ原発の産業区域
をウクライナの核・産業複合体のために使用する可能
性の調査。第一に、放射性廃棄物及び使用済み燃料
管理施設のための利用に関する調査であった。

（3月20日付チェルノブイリ原発社広報部）
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